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4．ミャンマーの農林業事情

（1）農業生産の概要

1） 農業の一般的事情

①　ミャンマーの農業は、王朝時代から米作を中心に発展してきた。米は作付面積の 50% を

占め、次いで豆類、ゴマ、落花生の順となる。米は自給を達成し、外貨獲得手段として輸出

を進めている。一方、油脂作物（落花生、ゴマ、ヒマワリ、パームオイル等）は国内栽培が

不十分で、食用油は輸入に依存している。

農業生産の形態は小規模農家（1 戸当たり平均耕作面積 2.2 ヘクタール）が家畜や手動の

農機具を使用した伝統的農業が主体となっている。また条件の整った地域では、二期作、二

毛作及び混作が行われている。

地域的にはマンダレーを中心としたドライゾーンの農業が最も古くから発達し、米とそ

の他作物を導入した集約的農業が営まれている。イラワジ川、シッタン川及びバゴー川下

流のデルタ地帯は、農業に適した沖積地を形成し、米作が盛んであり、シャン高原地帯は冷

涼地農業が取り入れられている。

②　1970 年代後半から稲の高収量品種の導入を積極的に進め、米の生産は飛躍的に増大した

が、近年になって高収量米の作付面積が低下している。これは、高収量米の導入には、化学

肥料と農薬が必要不可欠であるが外貨不足で供給されないこと、在来品種の方が国内では

高値取引されることなどによる。

生産量増大のために乾期の作付面積の拡大を推進しているが、援助停止で大規模事業が

困難であり、ポンプ、機械の導入も外貨不足で十分でない。

一方、現在政府は極端に米に依存する農業から脱却するため農産物の多様化を積極的に

進めている。今後は工業原料作物、換金作物の生産量の増大が期待できる。

③　農民の所得は、農産物の市場価格の高騰に伴い向上しており、農業機械はもちろん、電

化製品、自家用車を購入する富裕層も出ている。その一因として、流通の自由化が大きく手

伝っており、米を例にとってみると、貿易省や生活協同組合により、流通業者（小売り業者

の直接買い付けや青田買い等による契約栽培も含む）に現金販売するのが基本であり、生産

地にも左右されるがほぼ売り手市場が形成されているといえる。

2） 農村人口と経営規模別農家戸数

総人口の約 72.1% すなわち約 3,355 万人は農村人口であり、農業に従事し、農閑期には農

業関連産業に従事する。農家戸数は約 440 万戸である。

1953 年の土地国有化法及び 1963 年の賃借地法により、実際に耕作する者に耕作権が与えら
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5） ミャンマー木材公社

ミャンマー木材公社は、9 つの製材所、87 のチーク以外の硬木製材所を管理運営している。

チークの製材所の能力は年 19 万 1,200 トンで、その他の硬木は 1 日 1 シフトの運営で年 1 万

2,000 トンである。公社は丸太の輸出を優先してきたが、これは加工技術や機械、装置及び管

理上の技術力の遅れによって製材のプロセスにおける損失が大きいためである。その結果、

ミャンマーの製材は現有能力の 50% しか利用されていない。

（3）農林業に関する需給動向及び流通事情

1） 農業生産とその需給に関する政府の基本姿勢

1987 年 9 月ミャンマー政府は農産物の流通自由化を突然宣言し、25 年間にわたった「ビル

マ式社会主義」政策下の国家の流通独占、統制・計画経済から市場主導型経済への移行を図っ

た。しかし、社会主義政権の時代から今日に至るまで、食糧自給の基本政策は一貫して貫か

れている。

農業部門の開発は現政権の第二次国家経済開発計画（1996 ／ 97 年～ 2000 ／ 01 年度）にお

いても最優先順位を与えられている。その開発はまず食糧自給の確保に視点が置かれ、余剰

農産物の輸出、工芸作物の生産へと拡大される。

農産物の突然の流通自由化が 1987 年から 1988 年にかけて国内市場の混乱を引き起こした

とはいえ、大まかに見て、その後の国内市場経済は安定的に推移している。しかし、いくつ

かの農産物の輸出がいまだ政府の管轄下に置かれていることは、上記の基本政策が貫かれて

いる証といえる。

現在行われている農産物の輸出統制品目は米、破砕米、米糠、砂糖、サトウキビ、ピーナッツ、

種ゴマ、ピーナッツオイル、ゴマ油、豆粕、ゴマ油粕、乾燥豆類。

昨年（1998 年）には、備蓄米確保のため米輸出を止めたり、外貨保有高の減少ゆえか、パームオ

イルの輸入禁止とゴマの輸出禁止を打ち出したりしたという。

2） 農産物の国内流通

農業灌漑省計画局の説明によれば、農民が1 エーカー当たり10 Baskets（バスケット）（=208

キログラム）の籾米を政府に供出する以外、農産物の国内取引は全く民間市場に任されており

政府による強制的な買い上げはないとのことである。しかし、食糧自給の基本方針からすれ

ば、主要作物の栽培、収穫物の売り渡しが農民（生産者）の完全な自由裁量に任されていると

見なすことは現実からかけ離れた判断と思われる。灌漑農業の拡大や農地の新規開発を進め

て主要作物の生産ポテンシャルを高めつつ、国内の食糧需給バランスを配慮して、中央政府

や地方行政組織が生産に対する行政指導・勧奨を行っており、その手綱を徐々に緩めていく

方針と見受けられる。
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1988 年まで、主要農産物の流通は、管区・州の行政機関を通じ政府の管理下にあった。

MAPT（Myanmar Agricultural Produce Trading）が独占的に主要農産物の国内取引を行っ

ており、各地方に生産物の買上集積所ネットワーク、貯蔵、加工・精米施設をもっていた。一

般に、農民は作付け時に固定買取価格の 50% を前払いとして受け取っていた。政府の買上量

を上回る余剰農産物は自家消費されるか、地方のトレーダーに買い取られていた。

アジア経済研究所、岡本（旧姓：井田）郁子氏の報文  “ミャンマーにおける米の流通 「自

由化」”（アジ研ニュース No.160（1994.12））より 1987 年 9 月に宣言された農産物の流通自由

化に至るその背景、その後の経緯を以下に抄録する（①～⑭）。ミャンマーにおける米の流通

に対する歴史的理解を得ておくことはこれから日本の民間企業がミャンマーへ農業部門での

投資を行ううえで参考になると考える。

①　1962 年、ネーウィンが率いる革命政権は、「ビルマ式社会主義」を打ち出した。そこで

は、国家の流通独占が、農業政策の大きな柱の一つとなり、民間業者が、米をはじめとす

る統制作物（米の他、小麦、豆類、ジュート、綿花など 21 品目）の流通に関わることは

一切できなくなる。

②　国家が流通の独占によってめざしたものは次の 3 点に集約されよう。「流通機構ビルマ

化の一層の促進」すなわち国内流通・輸出両部門から非ビルマ人の排除。「国家の財源の

確保」すなわち籾米供出制度による国家買上価格と輸出価格の差額を国家歳入に当てる。

1962 年から 86 年までを平均すると、米の輸出収入で国家歳入の 6 分の 1 をカバーし、米

輸出額は輸出総額の 30 % をしめる。「食料の安定供給」すなわち食料の安定供給が政権

の安定につながるという見解。米が慢性的に不足していた地域へも国家配給が実施され

た。

③　籾米の供出方式、買上価格、作付けの三側面での統制は漸次強化され、「任意の供出」か

ら「強制による供出」に移行、さらに、84 ／ 85 年頃になると「収穫されるべき籾米量」と

「農民が必要な籾量」の両方を国家が規定し、供出量を決定するようになる。農民は供出

後の余剰米を自由市場に販売して良いことにはなってはいたが、余剰は国家が吸い上げ

るシステムが確立したため一部の大規模農民を除きその余裕は無い。

④　このような「強制供出制度」の補完的役割を果たしたのが「計画栽培制度」であり、農

民が供出義務を回避するため他の作物へ転作することが防がれた。

⑤　このような統制の強化が進められる中で、1980 年代初頭から半ばにかけて供出量は減

少の傾向を示していたが、政府はその原因が農民側にあるものとして、強権的手段を強

めていった。政府が圧力をかければかけるほど農民の生産意欲は落ち、生産は伸びない
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という悪循環が生まれ始めたのである。86 年度時点の政府買上と自由市場の価格差は 5

～ 6 倍に拡大していた。

⑥　それに加え、1980 年を境に、ビルマ米の国際競争力の低下、国際米価の低迷によって、

米の輸出収入が減少し始めた。供出制度から国家がえられるメリットは農民の不満を無

理に抑えてまで維持しなければならないメリットと比較し、相対的に減少してきたとい

えよう。

⑦　この状況に追い打ちをかけるかのように、1986 ／ 87 年度は米が不作に終わり、米不足

が深刻化した。国家は、統制強化が生産の減少につながるという悪循環を断ち切り、ま

ず農民の生産意欲を回復させ、米の生産増加を計る必要があった。1987 年 9 月の流通の

自由化はそのために余儀なくされた政策であった。

⑧　1987 ／ 88 年度より、すべての市民は米をはじめとして、豆類、綿花などの統制 9 品目

の流通に従事することが可能になった。他の統制作物に関しても 88 年 7 月までにすべて

撤廃された。ただし、これらの作物取引に従事するには事前の登録が必要であった。登

録業者には取引税（取引額の 10%）の納入が、農民には 1 エーカー当たり 10 バスケット

の地租が課せられた。87 年当初、これらは籾米での物納であったが、88 年には金納化さ

れている。

⑨　この自由化によって、農民の籾販売先はMAPT、協同組合、民間商人、そして 89 年に

設立された半官半民の合弁公社と多様化した。国家がMAPT、協同組合、合弁公社を通

じて購入した籾米は、主として公務員、軍人、病院などの公的施設、低所得層、米不足地

域への配給に用いられている。

（表 4 － 11 に示すように、供出制度が強化された 1970 年代後半に 30% 台、若干低下して 1980

年代前半に 25 ～ 28% であった籾米の国家買上量は、流通が自由化された 1988 ／ 89 ～ 1994 ／

95 年度には 11% 台に低下している。また、Review of The Financial,  Economic and Social

Conditions for 1997 ／ 98 によれば、1998 ／ 99 年度の米生産量の計画目標は 998 万トンとし、

その取扱量は政府 156 万トン（15.6%）、協同組合 4 万トン（0.4%）、民間 838 万トン（84%） と

している。）

⑩　自由化後まもない 1988 年始めから 89 年にかけて、米の流通はそれまでにない混乱を

見せた。88 ／ 89 年度は政治的に非常事態にあった年だったことも考慮しなければならな

いが、前年度以来の米不足は一向に解消せず、米価は高騰し始めた。88 年、89 年にかけ

て米の自由市場での小売価格はそれぞれ 30%、90% 上昇した（表 4 － 12）。この高騰の

主因は農民及び商人の投機的な売り惜しみによるものとされる。

⑪　国家としては、公務員や、軍人に配給する米だけは何とか確保しなければならず、

1988 ／ 89 年度から 1 エーカー当たり 12 バスケット の（多少地域により異なる）買上を

開始した。買上価格はMAPT が定め、農民との契約は作付け前に行われる。農民は依然
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として耕作権を国家から与えられており、また信用および肥料などの投入材の安価な供

与を受ける必要があることから、政府の買上に応じざるをえない状況となっている。

⑫　米価上昇が収まる気配を見せないのに対し、国民の間に食料面での不満が広がること

を懸念した政府は、軍の福祉商店や共同組合店を通じて臨時的な米の低価格供給を行う

などの消費者対策を実施した。またそれと並行して、「政府は国内需要の充足を最優先し、

輸出はあくまで国内需要を満たした後に余剰があれば実施する。場合によってはバッ

ファーストックの放出も行う」等の発言を機会あるごとに政府高官が繰り返し、国民の動

揺を抑える努力をした。

⑬　1990 年代にはいると、このような諸努力がある程度の効果を発揮したのか、自由化直

後の激しい混乱は一段落した。

⑭　1993 年当時の籾米流通は、緩やかな供出制度の復活と、民間流通部門の活動範囲の拡

大という形で、「自由化」が不完全なまま落ち着いているといえる。

籾米の流通はインフレーションに伴う価格の上昇以外には、現在のところ、1990 年代当初

とあまり変化していないようである。図 4 － 2 に籾米、精米の流通経路を示す。

1990 年代に入り、政府はダムを水源とする灌漑施設の拡充整備、ポンプ灌漑の奨励を進め、

乾期水稲作面積の拡充に努めている。1993 ／ 94 年度の乾期水稲作付面積は、前年度の 82 万

エーカーから 215 万エーカーへと、一挙に 2.5 倍に拡大している。表 4 － 13 に各年の水稲作

作付面積を示した。

また、1998 年に、政府はヤンゴン、マグウェー、エーヤーワディの 3 管区を中心に、湿地

帯未開発地の開墾を大々的に推進する方針を打ち出し、数多くの民間企業に開墾を許可した。

表 4 － 14 はそのリストである。政府は、投資企業にインセンティブを与えるため、当該地で

生産された米の 50% をその企業が輸出することを認めている。現在、これらの投資企業は

ミャンマーの国内企業である。

このような増産努力による籾米の安定的な供給が、消費者価格を安定させ、米の流通を安

定させていくものと判断するが、さらに政府買上価格と市場価格の格差是正、肥料・農薬の

安定供給などの施策により農民の栽培意欲をより向上させることが必要であろう。

米以外の主要農産物の流通はどうか、表 4 － 15 に 1995 ／ 96 年度の主要作物の生産量と政

府機関が買い上げた数量をまとめた。資料の取り扱いにばらつきがあり、厳密にはいえない

が、国営企業が買い上げた量は、綿花（21%）、ジュート（74%）、ゴム（13%）、サトウキビ

（19%）、タバコ（31%）である。国営工場の生産原料として調達されたものであろう。残りは

民間で取引されており、国内消費と輸出に回されている。その他、米以外の穀類、豆類、油料

作物、野菜、果物など、ほとんどの農産物は民間で取引されている。
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現在の農産物流通機構は、国営、協同組合、官・民の合弁、民間で構成されている。インフ

ラの未整備、輸送手段の不備、輸出入の規制、金融システムの不備、公的サービス・支援不足

など、様々な障害が市場経済活動上に問題を投げかけているが、市民や民間企業の経済活動

に占める重要度は大きい。

政府は、民間・外資との合弁、経営の民間への委託、施設・設備の民間へのリース、委託加

工、株式化による 100% 民間への委託などを行い、国営企業の民活・民営化を図っている。綿

花、ジュート、ゴムなど工業製品の原料としての農産物も民間市場の生産・流通に依存する

度合いを強めていくものと思われる。

3） 農産物の輸送

農産物の国内輸送手段は、鉄道、水上輸送、トラックがある。1996 ／ 97 年度には鉄道で、

籾米、精米、コーン、雑穀、豆類、サトウキビなど約 50 万トンを輸送している。また、野菜・

果物も約 2 万トンの輸送が記録されている。水上輸送では、約 9 万トンの米が記録されてい

るが、その他の農産物については不明である。現地での聞き取りによれば、鉄道輸送に必要

な日数が不確かで、生鮮食料品、野菜などの輸送にはリスクが大きいとのことである。また

水上輸送も農産物の輸送には好まれていない。

トラックの保有台数は1996 ／ 97 年度現在で、軽トラック2 万1,300 台、トラック2 万5,000

台が登録されているが、おのおの 50% 弱はヤンゴンにて登録されている。聞き取りによれば、

国営企業が保有する車両を除き、民間企業が大量に車両を保有し運送業を営んでいるケース

は全くなく、小規模か個人的に保有するトラックを使って随時運送を請け負っているようで

ある。ヤンゴンの卸売市場での聞き取り調査によれば、野菜生産地であるシャン州やマンダ

レーからヤンゴンまでの野菜類の輸送には 2 ～ 3 日かかるとのこと、ただし、切り花の輸送

は 1 日以内。輸送運賃はその都度トレーダーと運送業者の交渉で決められるが、市場管理官

は、10 トントラックでシャン～ヤンゴン間 10 万チャットと見積もっていた。

ちなみに、参考程度として日本企業から聞き取った輸送コストは、トラック輸送 185 チャッ

ト／トン／マイル、鉄道輸送 5 チャット／トン／マイル、水上輸送 2 ～ 3 チャット／トン／マ

イルであった。

輸送梱包は、キャベツ、カリフラワー、カボチャ、スイカなどはばら積み、トマト、ブドウ

は箱詰め、果物、バナナ、キュウリなどは竹製のかご詰め、切り花はバナナ葉での梱包、乾燥

品は袋詰めであった。道路事情が悪く市場へ到着するまでに、かなり荷傷みが激しくてロス

が大量に出るようである。

日本やシンガポール、香港などへの輸出を目的として農産物を生産する場合には、梱包の

質を上げると同時に、輸送にも注意を払う必要がある。また、現在のミャンマーでは冷凍施

設、保冷倉庫、冷凍・保冷輸送車が皆無といってよく、それらに対する対策も必要となる。
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4） 農産物価格

表4 － 16 に 1995 年～ 1997 年の生産地卸売価格、ヤンゴンでの小売価格を示す。表4 － 17

は 1999 年 3 月 15 日から 17 日のヤンゴン市Thirimingalar 卸売市場管理事務所が集計した卸

売価格の瞬間値である。これら入荷作物の生産地は、聞き取り順に行くと、ブドウ―マグ

ウェー、トマト―サガイン、チリ―デルタ・バゴー、パイナップル―モン、バナナ／マンゴ―

デルタ、オレンジ―シャン、ドリアン―モン、スイカ―ヤンゴン、イチゴ―ピンウエン・マン

ダレー、ショウガ―インレー・シャン、コーン―デルタ、カボチャ―デルタ、切り花―ピウリ

ン・マンダレーであった。

5） 農業投入資材（種子、化学肥料、農薬）

灌漑農業省は毎年約 58 万トンの種籾をはじめ種々の種子を農民に供給している。表 4 － 18

にその数量を示す。

化学肥料は国内で、11.5 ～ 14.5 万トン、輸入で13 ～ 30 万トンを調達し、MAS（Myanmar

Agriculture Service）とMAPT を通じて供給されている。1995 ／ 96 年度の配布実績を見る

と、82.5% が水稲栽培に投入されている。綿花の 4.0%、サトウキビの 3.6% がそれに続き、

ジュート、ゴマ、落花生、豆類等の栽培に 1 ～ 2 % となっている。米の高収量品種が導入さ

れた 1980 年代前半には約40 万トンの化学肥料が調達されていた。化学肥料の国内生産は、施

設の老朽化により生産能力が低下しているようで、ピーク時の 6 ～ 7 割程度となっている。各

年の輸入数量変動が大きいが、外貨繰りの厳しさが表れていると見られる。

農薬は、農業灌漑省が、粉末体で 15 ～ 20 万ポンド／年、液体で 12 ～ 17 万ガロン／年を配

布している。統計数字に表れた農業灌漑省の国内調達、輸入数量は配布数量に比べかなり小

さな数量となっているが、その理由は把握していない。

現時点で、化学肥料、農薬とも自由に輸入できることになっており、その関税率も 0 % に

設定されている。ただし、ミャンマーの外貨事情が厳しい状況のなかで、輸入許可が簡単に

下りないのが実状である。

6） 林産業における流通事情

ミャンマーは、国土面積の約 47.9% を占める森林面積（約 3,240 万ヘクタール）に推定年間

可伐採容量 41 万立方メートルのチークと 324 万立方メートルの硬材木が森林資源としてあり、

チーク材や硬材の輸出に占める割合は、1995 ／ 96 年度で 25% と外貨収入の重要な産業の 1

つである。1992 年 11 月に新森林法が制定され、森林資源保護に重点を置いた持続可能な林業

がめざされることになった。森林資源のすべては、国有であり、森林資源の保全、管理、植林

は、林業省の管轄下に置かれている。

管区・州及び Township 単位に置かれた森林事務所が担当管理区の伐採を管理する。商業

ベースの伐採は直営又は入札による認可民間業者の手で行われる。直営で切り出された材木
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はいったん集積所に集められた後、オークションにより輸出取扱業者、製材、木材加工業者

に売り渡される。

政府は、原木の輸出におけるシェアを減らし、付加価値の高い加工品、製品での輸出を増

加させていく方針をもっており、この面での外国企業の投資拡大を望んでいる。
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（4）農林業に関する政策・法制度等

1） 農業開発戦略

国家法秩序回復評議会（SLORC：現国家平和発展評議会 SPDC）が 1995 年 7 月に発表した

国家経済目標は以下の 4 項目であり、農業開発が経済開発の基本であると位置づけられてい

る。

　①　農業開発を基本とした他分野に及ぶ全面的経済開発

　②　市場経済に即した正しい発展

　③　国内国外を問わず技術分野及び投資部門における積極的な勧誘を行い経済発展を図る

こと

　④　国と国民主義による国内経済の形成

農業省（現農業灌漑省）はこの上位目標を受けて 1995 年 11 月に第二次農業開発 5 か年計画

（1996 ／ 97 ～ 2000 ／ 01）（第二次国家経済開発計画農業部門）を策定した。

その農業開発目標の基本政策方針は以下の 3 項目となっている。

　①　米の余剰生産の達成

　②　食用油の自給の達成

　③　輸出用豆類及び工芸作物の生産増達成

また、開発戦略としては

　①　工作可能地の拡大

　②　農業用水の十分な供給

　③　農業の機械化促進

　④　栽培技術の改善と普及

　⑤　高品質種の普及

この 5 つがあげられているが、これは、第一次農業開発 4 か年計画と基本的に同じである。

この 5 か年計画のなかでは、1995 ／ 96 年の農業生産の実績を基準として各年度の農業生産

にかかる投入量や生産計画の具体的数量が設定されている。

2） 5 か年計画とその実績

5 か年計画では生産の基本的な要素として、各年の人口、耕地面積、灌漑面積、機械の投入

量、肥料の投入量及び農薬（殺虫剤）の投入量を設定し、主要作物の生産目標を定めている。

人口については基準年度（1995 ／ 96）の 44 万 7,000 人から計画最終年度を（2000 ／ 01 年）

には 48 万 8,100 人（9.1% 増）へ増加することを予想し、開発目標をクリアするべく純耕地面

積は 911 万ヘクタール（5.3% 増）へ、総耕地面積は 1306 万ヘクタールから 1447 万ヘクター

ル（10.9% 増）へ、純灌漑面積は 192 万ヘクタールから 270 万ヘクタール（0.6% 増）へ、総灌

漑面積は 274 万ヘクタールから 444 万ヘクタール（62.0% 増）へ、トラクター・耕耘機は 2 万
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　ｂ）民間企業への農地開放

昨年秋より、農地拡大を推進していくために国内の有力民間企業に土地（主に未開墾地）

を 30 年間無償でリースする方針が決定された。現在次の 3 地域にて民間企業向けに合計約

100 万エーカー（約 40 万ヘクタール）の土地を提供済みである。

イラワジデルタ、ヤンゴン近郊（雨期の水没地域）

マグウェー地域（イラワジ川西岸・中部乾燥地域）

タニンダリー地域（熱帯地域）

イラワジデルタ、ヤンゴン近郊では米作、マグウェー地域では綿花栽培、タニンダリー地

域ではパーム油、ラバー栽培が行われる予定である。

優遇政策として5,000 エーカー（2,000 ヘクタール）以上の開墾地では生産物の50% がディ

ベロッパーが独自に輸出することが可能となるほか、農業機械、肥料、農薬などについて

は、無関税で輸入可能、農業灌漑省より農業機械の払い下げ、技術支援等のサポート、政府

機関からのローン提供といった特典がある一方、初年度に供与された土地の 10%、3 年以

内に 100% の開墾を完了させなければならない。

政府は海外からの経済協力がほとんど期待できないなかで、農業分野への開発投資を促

進する打開策として、また、民間企業はアジア通貨危機後の東南アジア諸国からの投資の

減退による不況打開策として、双方のメリットが結びついた政策となっている。短期間で

の大規模な開発の成否は予断を許さないが、成功すれば、農業生産増に大きく貢献するこ

とが期待される。経済協力が限定されたなかで政府には国内のみならず海外からの農業セ

クターへの民間投資には前向きな姿勢が見られ、農業投資環境としては 1 つのメリットと

とらえることが可能である。ただし、前述のゴマ輸出禁止措置のように突然の政策変更と

いったリスクはあると思わなければならない。現在、海外からの民間投資は外資系企業単

独でも行えるとのことであるが、突然の政策変更といったリスクを回避するため、政府関

係機関や公営企業とのタイアップも 1 つの手段であると現地商社関係者よりコメントがあっ

た。
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5．投 融 資 環 境

（1）一般的な外国企業による投資環境

1987 年の社会経済改革政策による流通独占、統制・計画経済から市場主導型経済への移行は

ミャンマーの疲弊した国内経済を回復させる転機となった。政府は国内市場の統制を徐々に廃

止して民間の経済活動にその役割を委ね、国営企業の官民合弁、民営化と海外からの投資を積

極的に推し進めている。

1988 年に制定された外国投資法 （The Union Myanmar Foreign Investment Law）では投資

に対する保証、投資優遇策、奨励分野、規制分野、出資比率などを定めるとともに、投資に必

要な手続き、投資申請窓口を規定している。

以下の基本的要件を満たす外国投資が歓迎される。

①　開発輸出の拡大と振興

②　多額の資本投資を必要とする天然資源開発事業

③　高度技術の移転を図れる事業

④　多額の投資を含め、生産とサービス部門を支援する事業

⑤　雇用機会の増加が見込める事業

⑥　エネルギー消費を抑える開発事業

⑦　地域開発事業

ただし、次の分野への外資参入は規制されている。

①　チーク材、宝石、石油、ガスの採取と販売

②　郵便、電気通信事業

③　航空鉄道事業

④　発電事業

⑤　銀行・保険事業

⑥　軍事関連製品の製造

外国投資家は最低 35% から最高 100% までの株主持ち分による投資が認められている。

さらに投資企業には優遇税制などの奨励策を採っている。

外国投資家による投資案件はミャンマー投資委員会 （Myanmar Investment Commission,

MIC） が審査・承認を行う。

MIC 認可企業に与えられる優遇措置

①　製品製造、サービス提供開始後 3 年間の法人所得税免除（4 年目からについても貢献度

により減免を考慮）。
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②　保留利益を 1 年以内に再投資する場合は、その事業の利益について所得税を減免。

③　事業に使用される機械・設備などの加速減価償却。

④　輸出利益に対する所得税の軽減（最高 50%）。

⑤　就業外国人の所得を投資家が代わって支払い、かつ同額を課税所得から控除する権利。

⑥　上記外国人の所得税を国内居住の国民に適用される税率で支払う権利。

⑦　研究開発費の課税所得からの控除。

⑧　①の法人所得税免除実施後、2 年以内に被った損失を 3 年繰り延べ、相殺できる。

⑨　建設用の機械設備、原材料の輸入にかかる関税の減免。

⑩　原材料輸入にかかる関税の免除。

投資政策、関連法規、外資企業に必要申請・手続き、税制、インフラ整備の状況、金融システ

ム及びミャンマーでの生活環境など詳しい情報は「中小企業のためのミャンマー投資情報 －ジョ

イン事業調査報告書－」（ 1998 年 9 月、日本貿易振興会 投資交流部）にて提供されているので

これを参考とされたい。

（2）農林業開発投資環境

1） 農林業部門で期待されている投資事業

農業

　1．季節農業作物の栽培、生産、加工、販売（タピオカ、タバコを含む）。

　2．薬用植物、コーヒー、茶、パームオイル、園芸作物栽培プランテーションの造成、及

びそれらの生産、加工、販売。

林業

　1．国営企業が伐採し販売するチーク材を使用した建設材料、家具、床材などの生産と販

売。（国営企業との合弁を条件とする）

　2．国営企業が伐採し販売するチーク材を使用した彫り物、手工芸品の生産と販売。

　3．硬材、竹、籐／ラッタンその他の森林生産物の生産、加工、販売。

　4．上記の資材を使用する建設材料、家具その他の製品の生産と販売。

2） 農林業部門に対する外国企業の投資実績

農業部門で 3 件の投資事業が認可されている。林業部門ではまだないが、試験的植林事業

を 1 社が行っている。

農業部門で認可された投資事業は次のとおりである。

　1．蚊取り線香製造事業 住友商事

　2．カシューナッツ　プランテーション事業　 Myanmar Plantation Singapore Pte. Ltd

　3．Nawaday 砂糖工場 Sutech Engineering Co. Ltd., Thailand
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また、現在申請が出され、審査中の投資事業は次のとおりである。

　1．水稲栽培、精米事業 Kee Aun （Tongsan） Pte. Ltd.,

Singapore

　2．多収量米生産開発事業 Beijing Shoufang Commerce Develop-

ing Co. Ltd., China

　3．Rubber Glove Factory Project Potencer International, （USA）, Inc.

　4．Tissue Culture Cultivars Project LK-Bio Research Pet. Ltd., Singapore

     　 （Potato, Banana, Ginger, Strawberry, Pineapple Orchid）

　　1． Rubber Plantation and Industry Project （Korea）

　　2． Hybrid Seed Production Development Project （Japan）

　　3． Rubber Wood Industry JV Project （Korea）

　　4． Contracting Farming for Maize Production Project （Thailand）

　　5． Vegetable Seed Production Development Project（Thailand）

　　6． Paddy Planting and Rice Mill Project （Korea）

　　7． Rubber Belt Factory Project （USA ／ Korea）

3） 農業灌漑省の外国企業の農業分野への投資期待

農業灌漑省は外国企業による広範囲な分野への開発投資を期待している。農業計画局の局

長 Tin Hute Oo 氏は、「農業開発投資を検討している企業があればいつでも相談に応ずる。対

象事業の開発適地の紹介、協力できる部局の協力斡旋、資機材調達への支援、技術者の紹介

等、省ができることは協力する。相互の利益が得られるよう開発に協力できるのではないか」

と開発投資について省の方針を表明した。

4） 農業部門での投資規模、投資条件及び投資申請と許可

投資の段階を 2 段階に分けて考える必要がある。企業がある農業開発事業をミャンマーで

展開する場合、その開発適地の選定や地域の気候条件・土壌条件及び栽培条件に制約された

なかでの最適な栽培品種の選定や栽培方法、採算性のある栽培規模など事前に調査し、試験

的に栽培実験を実施する必要がある。それを第 1 段階の試験的事業とする。試験的事業で集

積された経験、知見、データを分析し、事業の適地、経営規模、経営方針などを検討してその

事業実施計画を確定した後、資金調達、事業実施へと進んでいく。これを第 2 段階の本格事

業とする。

第1 段階の試験的事業は規模も小さく、様々な比較検討、試験が必要になる。農業灌漑省は、

この段階の試験栽培に用地、施設の提供、農業技術者の斡旋、投入資材の調達支援を行う用

意があり、現に日本企業との共同試験を開始している。この場合、外国投資法による事業認

可は必要なく、農業灌漑省との合意書に基づき試験的事業が実施できる。ミャンマーの民間
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企業との合弁による試験的事業、ミャンマー企業名義での試験的事業実施も可能ではあるが、

便宜供与や技術支援を受けたり、既にある農場施設が利用できるなどのメリットは前者の方

が高い。

第 2 段階では、外国投資法に基づきミャンマー投資委員会への申請、認可が必要になる。こ

の場合も農業灌漑省のアシストは必要となる。

5） 開発用地

ミャンマー既耕作地、休耕地、未利用耕作可能地のすべては国有地として、農業灌漑省が

所管しており、耕作者は土地使用・耕作権のみ付与されている。

1991 年に制定された土地使用法（Duties and Rights of the Central Committee for the

Management of Cultivable Land, Fallow Land and Waste Land, Procedures Conferring

The Right to Cultivate Land ／ Right to Utilize Land）によれば、中央農地委員会に、農業

開発を試みる組織・企業に 5,000 エーカーまで土地使用、一定限度の地税・所得税免除を認可、

決定する権限を与えている。開発規模は、季節栽培が1,000 エーカー、果樹園が3,000 エーカー、

プランテーションが 5,000 エーカーを限度としている。

大規模開発は、未利用耕作可能地又は休耕地を対象とするか、核となる農地と施設を確保

し、その周辺農家との間で委託栽培又は契約栽培を実施して経営規模を確保するかの二通り

の方法となろう。表5 － 1 は 1993 ／ 94 年度の各管区／州別土地利用状況を示している。農業

先進地であるヤンゴン、マンダレー、マグウェー、エーヤーワディ管区の休耕地、未利用耕

作可能地は既耕地の面積に比し相対的に少ない。また、カチン、チン、シャンの 3 州の未利用

耕作可能地は広大であり、全国の未利用耕作可能地面積の 80% を占めていることに留意して

おく必要がある。

6） 既設灌漑施設

既設灌漑施設の受益地又はその予定地に計画されている土地であれば灌漑用水の確保は可

能である。ただし、灌漑システム全体の給水ローテーションに組み込まれるため、きめ細か

な灌水管理が必要な栽培にはファームポンドか井戸水源等の独自灌漑施設をもつ必要がある。

7） 公共電力利用の可能性

現在のミャンマーの電力事情は良くない。ヤンゴン市内でも日常的に停電が発生しており、

地方での公共電力は期待しない方がよい。

8） 道路事情

マンダレー～ヤンゴン間の幹線道路はかなり整備されており、トラック輸送で 15 時間程度

といわれている。ただし、舗装の状態は依然としてラフであり、車両の振動はかなり激しい。

農産物、特に生鮮野菜などの傷みやすいものの輸送には十分な道路事情とはいえない。また、

大規模な農業開発を考えた場合、その位置は地方幹線道路からかなり離れた位置とならざる
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を得ず、開発地へのアクセス道路は企業で整備する必要があるであろう。

9） 開発事業への労働力の供給

地方での労働力確保は特に問題はないとのことである。季節労働者の雇用確保が栽培・収

穫作業では重要となる。現地の試験事業を実施している日本企業からの聞き取りによれば、臨

時雇用に法的な手続きは要らず、呼びかければ簡単に人が集められるとのこと。農業灌漑省

で確認したが、農民を臨時に雇用することに関し規制はないとのこと。

聞き取りによれば、現行で、民間での日雇い労賃は 200 ～ 300 チャット、農家が農繁期に

雇用する場合は昼食付きで 100 チャットプラス交通費 25 チャットくらいが相場である。

10）生産品の市場流通、輸出に対する企業の自由度

国内市場の流通事情については 4 章（3）で述べたとおりである。

米、砂糖以外の農産物、農産加工品の輸出は自由にできることになっているが、昨年のゴ

マ輸出禁止措置のように、突然規制される品目が出てくる可能性はある。国内需要が優先さ

れているゆえんであろう。輸出を目的とした農産物、農産加工品で、国内需要度が低いもの

であれば規制の対象とはならないであろう。

11）製品の輸送手段、制約

国内輸送の状況は 4 章（3）にて述べたように、輸送車両、道路状況、梱包、保冷施設など

十分な条件が整っていない。

12）外貨獲得有望輸出品目

マーケットに出荷されている農産物を見ると、ほとんどの商品は国際市場での商品価値が

低い。

米以外にはゴマ、大豆、落花生、ヒマワリなどの食用オイル、工業用作物としての綿花、あ

るいは希少品種の薬用植物、切り花など、タイ、ヴィエトナム、中国等の先行する近隣諸国

と競合しない製品か、集約的な栽培が必要な作物で、これらの諸国では賃金の上昇によって

採算が合わなくなった農産物に焦点があてられよう。

豆類も加工によって、ミャンマー特産として日本やシンガポールの消費市場で受け入れら

れるものが出来れば可能性がある。

生鮮野菜は、現在の輸送手段の状況では品質管理が無理で、企業が自前でそれを整えると

すれば、まず採算ベースに乗らないであろう。タイやマレイシアの農産加工施設を利用し、

シャン州南部かヤンゴン周辺からの出荷を組み合わせた野菜栽培の可能性はある。
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6．開発協力事業の可能性

（1）調査対象作物の概要

1） ワ　タ

　ａ）ワタの歴史と品種

ワタは熱帯原産でアオイ科ワタ属（Gossypium）に属し、野生種を含めて多数の種がある

が、作物として栽培されるのは次の 4 種であり、原産地とともに示すと以下のようになる。

　　　　種 　　　　　　原産地 　　　　　商業分類

　① G.arboreum インド Short staple 製綿用

　② G.herbaceum 地中海沿岸 Short staple 製綿用

　③ G.hirsutum ポリネシア・中米 Medium staple 紡織用 世界生産 20%

Medium long staple 紡織用 世界生産 60%

Long staple 紡織用 世界生産 9%

　④ G.barbadense コロンビア Extra long staple 紡織用 世界生産 6%

①及び②は旧世界起源のワタで、通常アジア綿と呼ばれる。また③及び④は新世界起源

のワタである。③は陸地綿と呼ばれ、現在世界で生産されているワタの大部分（約 90%）が

この種である。④は超長繊維綿として知られ、海島綿及びエジプト綿と呼ばれる。

ワタの栽培がミャンマーで行われるようになったのは、9 世紀 Pyu 王朝の時代と伝えら

れ、南部ルートに沿ってインドから徐々に入ってきたものと考えられる。現在ミャンマー

で栽培されている品種は、大きくはアジア綿（G.arboreum）と陸地綿（G.hirsutum）の 2 つ

である。1950 年代までは、ほとんどのワタは短綿毛で質の粗い繊維をもつアジア綿であっ

た。1950 年代後半、ソ連とアメリカから陸地綿の一種である中綿毛種（Medium staple 種）

が導入された。その後はアジア綿の栽培が徐々に少なくなり、代わって収量が高く、品質

の良い中綿毛種が増加してきた。1997 ／ 98 年度の統計によれば、中綿毛種は全栽培面積の

80% を占め、生産高の 89% を占める。

現在栽培されているアジア綿の品種はMahlaing-5、Mahlaing-8、Wagyi であり、陸地綿

の品種は Lungyaw-3、La-887 である。表 6 － 1 に各品種の特性を示す。
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一方、アジア地域の養蜂は近年ようやく、分類学的研究が始まり、従来の形態学的な計測

に加えて、行動学的調査、遺伝生物学的な解析が検討されている。その結果、以前から知ら

れていたミツバチ属の 4 種、すなわちセイヨウミツバチ、トウヨウミツバチ、オオミツバチ、

コミツバチに、サバミツバチ、クロミツバチそしてヒマラヤオオミツバチの 3 種が独立の

種として加わった。これらの7 種のうちセイヨウミツバチを除く 6 種の分布域はアジア諸国

に集中している。

　ｂ）養蜂の概要

現在世界で知られているミツバチ属 7 種のうち 6 種を有するアジア地域では、古代から至

る所で蜂蜜の採集が行われていた。特に大木の高い所に密集して巣を造るオオミツバチが

採集の標的になっていた。しかしながら、アジア地域ではミツバチのコロニーを巣箱に納

めて管理し、計画的に採蜜を行う、いわゆる養蜂の伝統は認められていなかった。その試

みは、ほとんどの地域で第 2 次世界大戦以降に行われるようになった。

産業養蜂上の重要ミツバチ種、セイヨウミツバチは、本来中近東を除くとアジア地域に

は分布しない。温和で集蜜力の高いヨーロッパ産のセイヨウミツバチを導入し、生産養蜂

に利用している地域も多いが、その成功は限られている。これはセイヨウミツバチが元来

温帯地域で適応放散したため、熱帯の気候や多様な天敵に対する抵抗力を獲得していない

ことが原因として考えられる。これらの熱帯地域における養蜂上の特異的な問題は、実際

にはまだ完全に抽出されてきておらず、完全な定着にはまだ時間を要する。

　ｃ）養蜂の実際

　　①  原始的な養蜂

野生の巣から蜂蜜を採集する方法は広い範囲で古くから見られ、ミャンマーでもオオ

ミツバチとコミツバチの蜂蜜狩りは現在も行われている。

　　②  トウヨウミツバチの伝統的な養蜂

自然に近い形の巣箱を作り、トウヨウミツバチを飼育する方法であり、ミャンマーにも

以下のような巣箱が見られる。

・丸太巣箱：洞のある木を巣箱に使用する方法。ミャンマーでは 30 ～ 35 センチメート

ルの長さの丸太巣箱が見られる。蜂蜜は巣箱の上部を切り取って採取される。

・竹の巣箱：カレン州ドーナ地帯の山岳民族は竹の筒を巣箱に利用している。

・地下粘土ポット巣箱：チル地帯の山岳民族はミツバチを守るため、地下に粘土の水

差しを埋める。

・地下洞穴巣箱：チン州の山岳民族では、地下洞穴の巣箱を使う伝統的な特別な方法

が行われている。なだらかな丘に穴を掘り、その上をミツバチが入れるような小さ

な穴があいた木の板で覆う。分蜂群を誘うために古い巣の一部が出入り口近くに置
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かれる。

蜂蜜は巣板を押しつぶして 1 枚の布を通して搾り集められる。蜂蜜は土器の水差し、ビ

ン、その他の家庭用品に入れられて市場で売られる。

簡単な巣箱の形態は、分蜂群を捕まえて箱に入れたり、分蜂群が入ってくるのを待つこ

とになり、巣箱の数を増やすのは困難である。病気の発生や外敵の被害調査、女王蜂の養

成、蜜のとれない時期の給餌、巣箱内の掃除なども不可能であるため、養蜂で最も深刻な

問題となっている蜂群の逃去が起きる。また採蜜時に多くの働きバチを殺すために、群

の勢力が落ちてしまうとともに、巣が破壊されてしまうので新しい巣を作るのに多くの

エネルギーを消耗する。

　　③  セイヨウミツバチの養蜂

ミャンマーの飼養方法は、養蜂技術の革新的発展となったラングストロス式の可動巣

枠と巣箱を使用しており、先進各国との大きな違いはない。この近代養蜂、すなわちセイ

ヨウミツバチの養蜂は、1979 年 UNDP と FAO の協力によって実施されたセイヨウミツ

バチの導入に始まる。FAO から派遣された技術者によって、159 名の訓練生が教育され、

次いで、オーストラリアとアメリカから導入された 600 群のセイヨウミツバチを 6 つの

養蜂センターに分配し、本格的な養蜂事業を開始した。

UNDP 及び FAO からの援助は、1983 年にフェーズ1 段階で終わり、フェーズ2 の援助

は打ち切られた。その後は、畜産省のなかに養蜂局（Beekeeping Department）を独立機

関として設立し（1983 年）、独自に養蜂事業を発展している。現在は 4 州・5 管区に 23 の

養蜂センターと 1 つの加工工場をもち、年間約 200 トンの蜂蜜を生産している。

・ミャンマーの養蜂概要 ：

　 ミツバチ群数： Department 8,951 群

Private 5,887 群

　 蜂蜜生産高： Department 203 トン

Private 134 トン

　 Market： 国内消費 約100 トン

輸出 約 200 トン（日本、香港、ヨーロッパ）

　 Honey Plants： ヒマワリ、ゴマ、ニゲル（キク科油料種子作物）、ナツメ

ヤシ、レイチ、ライム、野草など

　ｉ） 問題点

ミャンマーの蜂蜜は、国際マーケットを考えると満足すべき品物ではない。その他ロイ

ヤルゼリー等の生産物については、ほとんど製品の体をなしていないものと想像される。
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現在のミャンマー養蜂の問題点を列記すると以下のようになる。

・寄生性のミツバチトゲダニがミツバチを原寄主とし、経済的被害が出ている。

・大型のスズメバチ類による捕食がある。

・アリ類による被害も頻繁である。

・特定の購入先からミツバチを導入し、その群数も限られているため、系統が限定され近

親交配による遺伝的な弱勢化が起こっている。

・在来種のトウヨウミツバチやハリナシバチ類による盗蜂が頻繁で、これがまた病気や

ダニの伝播の原因となっている。

・蜂群が大きくなれば、欠乏期には多量の砂糖水を与える必要がある。しかし砂糖が相対

的に高い。

・広い耕地に蜜源となるような作物（牧草類など）の単一栽培が行われることが少なく、

蜜源を特定した蜂蜜を大量に生産することは容易でない。

・花粉媒介の価値が一般に浸透していないため、農耕地で使用される農薬の対ミツバチ

毒性の問題が顧みられず、農薬の種類、用法の指導が徹底していない。

・上記のことは、生産物の品質に関して食品衛生上、抗生物質や農薬残留の問題も発生す

る。

3） 竹

　ａ）熱帯の竹の特性

日本に育つ竹の多くは、竹と地下茎がばらばらに成長し、地下茎の先端近くから芽が出

て新たな竹となる。すなわち竹はばらばらに立つ。しかし熱帯の竹の多くは、地下茎の上

方の節間から芽だけ出て竹に成長する。地下茎の長さは数十センチメートルで短く、株張

り状となり、地下茎と竹とは 1 本に連なり群生する。

一般にタケノコは地上に出て数十日間で主幹を完成しそれ以後はほとんど太らず、盛ん

に伸びる。1 日 1 メートル以上伸びるものもある。親竹が適当に立っている場合は、ヘクター

ル当たり 1,000 本に及ぶ新竹が毎年無限に生えてくる。したがって新竹の発生量に相当する

伐採齢（数年）に達したものから伐竹収穫する。そして収穫後は新植の必要はない。

　ｂ）竹林

ミャンマーは世界でも最も大きな竹林をもつ国であり、竹の品種も 70 種以上を数える。

竹は高原落葉樹林や低地落葉樹林あるいは針葉樹林の中など至る所に自然に繁茂する。一

般には単一の樹林を形成していることは少なく、大きな木の樹間に混生している場合が多

い。
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この計算に従えば、農家は 0.1 ヘクタール当たり約 1.2 万 KT の収益が得られ、野菜はか

なり収益性の高い作物といえる。しかし実際は野菜栽培が経済上成り立つためには、しっ

かりした栽培条件と流通そして市場が整備されているのが前提条件となり、現在のミャン

マーでは、限られた種類の野菜と地域にとどまる。

　ｄ）問題点

ミャンマーは、その地形と気象の多様性から、野菜栽培にとって有利な適地を見つける

ことが容易である。一方、野菜の需要はまだ低く、農作物としての地位はさほど高くはな

い。そのため生産から流通、販売の過程で随所に、野菜生産に関する問題が指摘できる。主

な問題点を列記すると以下のようになる。

・ 優良品種改良の遅れ。

・ 種子の生産と配布システムの遅れ。

・ 農業資材の絶対的な不足と農民入手困難となる資材価格。

・ 小規模農家用農具と施設の開発・改良の遅れ。

・ 栽培技術（特に病害虫対策）の改良と普及の遅れ。

・ 流通システムの不整備と流通インフラの不整備。

・ 小規模な国内市場。

JETRO の調査によると、日本向けの冷凍食品としてミャンマー産野菜を見た場合、品質

が悪く、商品となるのはベビーコーンとジャガイモだけで、その他の野菜は商品的価値を

もたないと指摘された。

ヤンゴンの青果市場で見るシャン州産トマトなどの果菜類の多くは、悪い道路と梱包の

未発達で荷傷みが激しく、ほとんどが潰れており、ヤンゴン市場では取引されても、国外

へ出荷できる商品ではなかった。また冷凍施設を見ても、冷凍機械が旧式であり、日本向

けの冷凍食品しては十分な商品価値を生むものでないなどあらゆる面で野菜生産体制の立

ち遅れが目立つ。

（2）開発協力事業の可能性

1） 農産物の主要生産地

これまでの各章にて記述されているが、ミャンマーの農産物主要生産地分布から各地域を

概観すると、①エーヤーワディ川とシッタン川の下流に広がるエーヤーワディデルタを中心

とする沿岸平野、②その上流のエーヤーワディ川、シッタン川沿いの中央平地部、③中央低

平地の東部にあるシャン高原、北部に広がるカチン丘陵地及びラカイン沿岸の北部にある西

部丘陵地、④中央平地部の西部に連なるラカイン沿岸及び南東部のタインタリー海岸部に区

分される。
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エーヤーワディデルタを中心とする沿岸平野は、網目状の小河川をもつ広大な沖積地で、

ミャンマーの重要な稲作地帯となっている。比較的雨が多く湿度も高いので、十分な積算温

度を必要とする作物を本格的な灌漑なしに栽培できる。デルタ地区では、ジュート、ヒマワ

リ、バナナや果物などの栽培、ヤンゴン近郊では野菜などの栽培が行われている。

エーヤーワディデルタから北へ480 ～ 560 キロメートルにわたって広がっている、エーヤー

ワディ川、シッタン川沿いの中央平地部は半乾燥又は乾燥地であり、古くから灌漑農業が発

達した地域である。土壌や気候条件により多様な作物（稲、ゴマ、落花生、豆類、タマネギ、

サトウキビ、綿花、その他の野菜など）が栽培されている。

シャン高原は比較的寒冷な気候を利用した、野菜のほか、豆類、ガーリック、ポテトの主要

産地である。

また、高温多雨のタインタリー海岸部はオイルパームとゴムの主産地となっている。

2） 開発協力事業の可能性

外国企業が本格的に開発投資を行い、ミャンマーにて事業展開をする場合、外国投資法に

のっとり、ミャンマー投資委員会の認可を受ける必要がある。投資企業は投資の優遇策によ

る特典も与えられるが、1 企業 1 か月当たり 5 万ドルに限った外貨送金が認められるなど、そ

の制約もある。外貨を持ち込む投資時はともかく、国内通貨での輸入資材の調達は困難であ

る。このため、投資可能な分野は輸出を主たる目的として外貨を稼ぎ、その外貨で必要な投

入資機材の輸入を行える事業である必要がある。

地域ごとの開発事業の可能性は次のような見通しとなる。

　① エーヤーワディデルタを中心とする沿岸平野部

エーヤーワディデルタでは、稲作を対象とした開墾を奨励しており、現在、ミャンマー

の民間企業 19 社が約 20 万エーカーの開墾を開始している。開墾地は必ずしも排水や道路

等の条件が整っていないことが予想され、インフラの整備に資金が必要である。これらの

開墾が成功した場合には、輸出は容易な条件にあり、外国からの投資地域としても有望で

ある。また、ヤンゴン周辺は、ヤンゴン空港や港が近く道路が比較的整っていることと質

の高い人材が得やすいことから、細かな管理を必要とする野菜や花卉などの作物栽培に適

している。ただし、雨が多く、湿度も高い条件下では病害虫の発生に注意する必要がある。

　② 中央平地部

マンダレーからヤンゴンまでの道路は比較的整備されており、鉄道もある。また、マンダ

レーにはタイの借款によりジャンボジェット機が離着陸できる規模の国際空港を建設中で

あり、輸出を指向する開発投資の条件が整いつつある。気候は高温だが雨量は少なく乾期

は厳しいため、栽培にあたっては本格的な灌漑を必要とする。農村部では、伝統的な畜力

による耕作が行われており、徐々に機械化耕作が進むことを考慮すれば、労働力は豊富で
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あるといえる。土地の入手も現在利用度の低い土地が散財していると見られることから、マ

ンダレー市から 200 キロメートル程度の範囲で、ある程度まとまった土地の確保が可能と

見られる。以上の条件より、大規模な面積を必要とする開発が可能であり、綿花や生鮮度

を必要としないゴマ、豆類、乾燥して出荷する薬用植物などの栽培事業が可能である。

また、 JETRO ヤンゴン事務所長より紹介された漆生産の話は一考に値する。「バガンには

伝統的な漆器産業があるが、近傍で漆が得られなくなり、遠くの産地から入手している。職

人の減少と漆の保管・貯蔵技術の低下が起きており、漆産業は危機的な状況にある。日本

は漆の 99% を輸入しており、漆の実から取れるワックスは金型や歯科用のロストワックス

として高付加価値がある」。バガン近傍での漆原木の植林、漆採取、輸出及び国内販売を企

図した事業と地元漆器産業への技術支援を組み合わせれば、開発協力として相互の利益と

なろう。

　③ シャン高原及び北西部丘陵地域

現在、シャン高原の主要農産物生産地はインレー湖の周辺地域である。また、中国、ラオ

ス、タイと国境を接するシャン高原東部は芥子の栽培地として世界的に有名である。約

1,970 万エーカー（約 800 万ヘクタール）の未利用可耕地のうち、約 80% はこれら高原・丘

陵地の行政区であるシャン、カチン、チンの 3 州に分布する。この広大な未開発の土地資源

と比較的寒冷な気候を利用した開発に、高いポテンシャルをもっている。農業灌漑省は果

樹、茶、コーヒーの栽培と、養蚕を推奨しているが、高冷地という条件を利用した野菜栽培

も有望である。ただし、港や、国際空港までの輸送経路が長く、道路もほとんど整備されて

いない状況では、日本やシンガポールなどへの輸出には不利である。

現時点では、タイ国境近くでの野菜栽培が、タイ北部のチェンライやチェンマイへ出荷

できる可能性をもつ。

今、中国雲南省の蕎麦が、その栄養価と改良された製粉技術によって、日本で注目を集め

ている。雲南省に隣接するシャン高原で、麻薬代替作物としての蕎麦の栽培・普及が日本

蕎麦協会の手で検討され始めたと聞く。民間投資の対象としては無理があるが、麻薬代替

作物の普及という意味で、蕎麦、薬用植物、大豆などの栽培、養蜂、養蚕事業などについて、

その市場の可能性とともに、調査、研究が行われることは、あながち無駄ではない。

　④ ラカイン沿岸及びタインタリー海岸部

高温多雨地帯であり、ゴムとパームヤシのプランテーション事業に可能性がある。その

他の作物栽培の開発ポテンシャルは非常に小さいと見なされる。

3） 開発協力事業投資における留意点

現時点で、日本の民間企業が農業分野で本格的に開発投資を行うには、その投資環境が整っ

ておらず、時期尚早といえる。次の点をその理由としてあげられよう。
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・ 道路、電力、通信等の社会インフラの未整備、特に道路などの交通手段の未整備で農産

物輸送のリスクが大きい。

・ 農産物生産に必要な投入資機材を国内で調達することは困難であるが、外貨不足によ

る輸入規制があり、必要な投入資機材（種子、肥料、農薬、農機具など）が適時に輸入

できない可能性がある。

・ 政府の経済政策が場当たり的であり、事業経営には不安定要因として作用する。

・ 国内金融市場が未成熟で、運転資金の確保に困難を来す。

ミャンマーの市場経済化、民営化政策は後戻りできない段階にきており、経済の活性化と

経済成長促進のためには外国からの投資の必要性はますます高まっていくであろう。また、ど

のような形になるにしろ、現政権の民政移管もいずれ行わなければならないはずである。

ミャンマーの民主化が国際的に認知され、国際機関や日本政府をはじめとする各国の経済

援助が再開される日がそれほど遠くないことを期待する。その時に、1995 年に起きた外国か

らの投資ブームの再来が予想され、投資環境の不備も必要に迫られ改善されよう。

前章（2）、4）「農業部門での投資規模、投資条件及び投資申請と許可」の項で述べたように、

投資の第 1 段階として、試験的事業を今の時点で進めることは、農業部門への外国からの投

資が活発化したときに、先行投資企業に優位の立場を与えるものとなる。ただし、本格的な

投資を始めるまで企業はその体力を維持する必要がある。

JICA 農林業投融資制度は、必要な調査、技術的サポート、研修・トレーニング等の支援が

受けられ、融資が低利で返済期間が長期に設定されていることのメリットを享受できる点で、

企業の体力消耗を軽減でき、ミャンマーでの試験的事業の実施に有利に活用されうる。
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